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生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
刑
事
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
団
結
権
禁
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
刑
事
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
団
結
権
禁
止
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
の
前
段
及
び
二
に
つ
い
て

刑
事
施
設
は
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
拘
置
さ
れ
る
者
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
勾
留
さ
れ
る
者
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
拘
置
さ
れ
る
者
等
を
収
容
す
る
施
設
で
あ
り
、
刑

務
官
は
、
厳
し
い
服
務
規
律
を
保
持
し
、
階
級
制
に
よ
る
指
揮
命
令
系
統
に
基
づ
き
、
一
体
と
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ

り
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
適
正
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
刑
務
官
以
外
の
刑
事
施
設
の
職
員
に
つ

い
て
も
、
そ
の
職
務
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
非
常
事
態
に
お
い
て
は
、
そ
の
収
拾
に
向
け
て
刑
務
官
と
一
体
と
な
っ
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
刑

事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
刑
事
施
設
の
職
員
（
刑
事
施
設
の
長
を
除
く
。
）
は
、
刑
事
施
設
の
長
の
指
名
に
基
づ
き
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
犯

罪
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
の
職
務
を
行
う

こ
と
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

一



り
、
一
律
に
刑
事
施
設
の
職
員
の
団
結
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
後
段
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
入
国
審
査
官
等
の
団
結
権
等
」
及
び
「
刑
事
施
設
と
取
扱
が
異
な
っ
て
い
る
理
由
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
入
国
警
備
官
は
、
収
容
令
書
及
び
退
去
強
制
令
書
を
執
行
す
る

た
め
、
そ
の
執
行
を
受
け
る
者
を
収
容
し
、
護
送
し
、
及
び
送
還
す
る
ほ
か
、
入
国
者
収
容
所
等
の
施
設
を
警
備
す
る
等
、

厳
し
い
服
務
規
律
を
保
持
し
、
階
級
制
に
よ
る
指
揮
命
令
系
統
に
基
づ
き
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
職

務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
一
条
の

三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
警
察
職
員
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
団
結
権
が
制

限
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
刑
務
所
等
と
少
年
院
等
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
刑
事
施
設
の

職
員
の
団
結
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
の
前
段
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
一
方
、
少
年
院
は
、

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
る
者
等
を
収
容

二



す
る
施
設
で
あ
り
、
少
年
院
の
職
員
に
は
階
級
制
に
よ
る
指
揮
命
令
系
統
に
基
づ
く
行
動
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
を

踏
ま
え
、
少
年
院
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
団
結
権
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


